
再評価調書（再々評価） 

事 業 名 一級河川西除川 基幹河川改修事業 

所 在 地 大阪狭山市半田地先～大阪狭山市東茱萸木地先 

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的  西除川上流部は、昭和 58 年度に全体計画の認可を受け、順次下流より改修

工事を進めているが、現在も、未改修部において時間雨量 50mm（10 年確率降

雨程度）に対して流下能力が大きく不足しており、洪水による被害を防止す

るため、河川改修を進める。 

内    容 改修延長Ｌ＝約 1.7km 道路橋３橋 堰１基 用地取得 約 32,000m2  

目標流量：190m3/s（100 年確率 時間雨量 75.8 ミリ） 

     130m3/s（ 10 年確率 時間雨量 51.5 ミリ） 

治水安全度（現況）：約 75m3/s（時間雨量 30 ミリ程度） 

事 業 費 全体事業費 計画約 45 億円  投資事業費約  38 億円 

内用地費 計画約 25 億円   内用地費約  25 億円 

（土地単価約７．８万円／㎡） 

 内工事費 計画約 20 億円   内工事費約  13 億円 

（工事単価約１１７．６万円／ｍ） 

※ 再評価時点における事業費 約 38 億円

維持管理費  約 ４百万円／年 

上 位 計 画 大和川水系工事実施基本計画（Ｓ51 認可） 

大阪府都市基盤中期整備計画（案）H13 

事

業

概

要 

関 連 事 業 狭山池ダム建設事業（H12 年度概成） 

計画時の想定 再評価時点 現時点 分析 経    過 

事業採択年度 S56 

事業着手年度 S58 

完成予定年度 H17 

S56 

S58 

H17  

S56 

S58 

H17 

進 捗 状 況 用地 －％ 

工事 －％ 

整備延長 

L=約 1.7 ㎞ 

用地 64％  

工事 45％  

整備済延長 

 L= 約 1.2 ㎞

（68％） 

用地 99％  

工事 81％  

整備済延長 

 L= 約 1.3 ㎞

（76％） 

・整備済延長が伸びていな

いのは事業費が大きい落

差工及び取水堰の改築を

行なったため。 

・用地取得を先行し概ね取

得完了。事業についても順

調に推移している 

途 中 段 階 の 

整 備 効 果 

発 現 状 況 

改修済箇所から氾濫防止が図れる。 

 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 

関 す る 課 題 

 

 

 

計画時の想定 再評価時点での状況 現時点での状況 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

（100 年確率想定時）

想定氾濫区域 6.0 

ha 

浸水世帯数 32 世帯 

 ・保育園１箇所 

① 浸水戸数 約 900 戸 

② 農地浸水面積 約

20ha 

③ 重要な公共施設 

国道 310 号、高校１

校、小学校１校、幼

稚園１校 

④ 災害弱者関連施設 

老人ホーム２箇所、

病院６箇所 

⑤その他 公民館１箇

所 

（100 年確率想定時） 

想定氾濫区域 6.0 ha 

浸水世帯数 32 世帯  

 ・保育園１箇所 

一 連 区

間 の 河

川 改 修

により、

被 害 軽

減 の 効

果 が 得

られる。

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

・地元は、工事及び用

地買収に協力的であ

る。 

 

改修に伴い、地元市が河

川の管理用通路を市道

として整備する等、府・

市が連携した整備が進

められている。 

・地元は、工事及び用地

買収に協力的である。 

・地元市が旧河川敷を整

備する等、府・市が連携

し事業を進めている。 

 

概 ね 順

調 に 推

移 し て

いる。 

 



 

 

 計画時の想定 

備  考 

再評価時点での状況 現時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

 

 

 

 

     下記、代替指標による 

 

 ｂ/ｃ＝１９．６０ 
 
年便益 
ｂ＝37.44 億円 

 
年費用 
ｃ＝ 1.91 億円 

○算出根拠 

治水経済調査要綱 

・Ｂ／Ｃ＝４．６０ 
便益総額 
Ｂ＝２２１．８５億円 
総費用 

 Ｃ＝ ４８．６１億円 

・ 費用便益算定の根拠： 

Ｈ１２年発刊治水経済調査マニュアル（案）  

・便益内容：資産被害抑止効果 

・受益者：周辺住民、農業従事者等 

  

・未改修区間を改修する

ことにより、洪水被害を

軽減できる。 

・河川改修による十分な

費用対効果が得られる。

 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

事業効果（１００年確率） 
・Ｃ／Ｂ＝１６．７ 
年平均被害額 Ｂ＝１．２億円 
総事業費   Ｃ＝２０．０億円 
 

・便益内容：資産被害抑止効果
・受益者：周辺住民、農業従事
 者 
・事業効果算定の根拠：治水経
済要綱 

   

安全・安心 

・浸水被害の軽減（生命や財産）  
 河川改修により、治水安全度が向上し、府民の生命・
財産を守る。 

 同左 同左 

活力 

（計画時には想定されていない）  ・交流拠点の形成（良好な水
辺空間） 
  

・交流拠点の形成（良好な水辺空間） 
 旧川敷を利用し、環境整備を図ることにより、水辺
環境と調和した空間を確保し、地域のコミュニケーシ
ョンの場を提供する。 

快適性 

（計画時には想定されていない） 

 
 ・景観（周辺住民と調和した

水辺景観） 
 

・景観（周辺住民と調和した水辺景観） 
 自然環境に重視した改修を行うことにより、視覚的
にやすらぎを与える水辺環境を確保する。 

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

その他 

    せせらぎ橋付近のショートカットによる改修で発生し
た旧川部分で蛍の生息が確認できているため、府・地
元市・地域住民と協動で旧川整備方法の検討等を行な
う計画をしている。 

平成９年の河川法改正

により治水・利水に加え

環境に配慮した河川整

備を目標としている。 

 

治水事業の実施区間で

は、治水安全度が向上し

ている。 

 

地域住民のやすらぎの

場を提供している。 

自然環境等への 

影響と対策 

 （自然環境等への影響） 
・河川改修は、現況河道の拡
幅及び河床掘削、ショートカ
ットにより行われる。工事に
伴い、現況植生は失なわれる
ことになる。また、魚類、底
生動物についても瀬及び淵
が一時的に失われることと
なる。 
（対策） 
・景観に配慮した護岸構造と
し、一部区間においては魚巣
ブロック、瀬や淵の再現を行
う等、動植物の良好な生息・
生育環境の保全に努める。 

同左  

その他特記すべき事

項 

 前回再評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要  

（意見具申）― 

（府の対応方針）事業継続 

 今回再評価時点 

の反映状況 

  


